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宇佐市指定ごみ袋
販売店登録マニュアル
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（宇佐市指定ごみ袋販売店登録証）
令和７年１２月
宇佐市　市民生活部　生活環境課
１．新規販売店登録の流れ
（１）販売店の登録申請　（申請期間：令和８年１月１３日～１月３０日）
販売は申請した年の４月１日からです。

「宇佐市指定ごみ袋販売店登録申請書」（様式第１号）及び下記書類を市（生活環境課）に提出します。
※添付書類：市税の滞納のない証明書（令和８年1月１３日以降の証明書、市税務課で発行します【手数料がかかります】）
　　　　　　　　　　販売店の位置図
（２）販売店として承認

登録が承認されると、市（生活環境課）より「宇佐市指定ごみ袋販売店登録通知書」が通知されます。
	※販売店登録の承認の基準

　①市内に店舗を有する小売店等であること。

　②申請者が市税（法人にあっては、その法人に係る市税）を完納している者。


　
（３）ごみ処理手数料収納事務委託契約の締結

市と「宇佐市一般廃棄物（ごみ）処理手数料収納事務委託契約書」を締結します。

（契約期間は４月１日から翌年３月３１日までとなり、毎年契約の更新が必要です。）

契約締結後「宇佐市指定ごみ袋販売店登録証」が交付されます。
「宇佐市指定ごみ袋販売店登録証」は店舗の入口等、目に付きやすい場所に必ずお貼りください。

（４）指定ごみ袋の注文（月に３回まで、箱単位で）
「宇佐市指定ごみ袋発注書」により「宇佐市指定ごみ袋管理配送委託業者」へＦＡＸ（若しくは電話）で注文する。
（５）指定ごみ袋の受取り

「宇佐市指定ごみ袋管理配送委託業者」が、注文から５日以内にお店に納品しますので、種類・数量等を確認の上、納品書に押印し、品物と納品書１部を受け取る。（納品日の指定はできません。）
（６）指定ごみ袋の販売

指定ごみ袋は１セット（10枚入り）ごとに販売する。

「宇佐市指定ごみ袋の取扱に関する要綱」及びこの販売マニュアルに従い販売する。
（７）指定ごみ袋代金の納入

1ヶ月納品分の納入通知書を、その翌月の10日頃にお届けします。
その納入通知書により、月末までに指定金融機関等の窓口で納入してください。
	※販売店登録申請は、必ず次ページ以降のごみ袋販売店に関する説明及び注意事項をお読みになった後、行って下さい。


２．指定ごみ袋の販売に対する基本的な考え方
販売店は『市民が市に支払うべきごみ処理手数料を市に代わって収納』し、それと同時に『その証として指定ごみ袋を市民に渡す。』ということになります。

つまり、市から指定ごみ袋という商品の販売を委託されたのではなく、「ごみ処理手数料の収納事務」を委託されていると考えてください。

３．契約の更新について
販売店は1年ごとに『一般廃棄物（ごみ）処理手数料収納事務委託契約』を締結する必要があります
市（生活環境課）から書類が届きますので、毎年１月末日までに契約書（誓約書等を含む）と市税の滞納のない証明書を提出してください。
	袋の種類
	サイズ
	注文単位
	１箱代金
	販売手数料
	納入金額

	もやせる

ごみ
	大(45ℓ)
	１箱

(50セット)
	11,000円
	2,200円


	8,800円

	
	小(20ℓ)
	
	5,000円
	
	2,800円

	もやせない

ごみ
	大(45ℓ)
	
	11,000円
	
	8,800円

	
	小(20ℓ)
	
	5,000円
	
	2,800円


４．指定ごみ袋の発注方法
（１）発注方法　　正確を期すためＦＡＸを原則とします。ＦＡＸがない場合は電話でも受付けます。　　　「宇佐市指定ごみ袋発注書」を使用してください。

ただし、納品分の代金が未納の場合、注文を受けない場合もあります。

（２）発 注 先　　宇佐市指定ごみ袋管理配送委託業者

・名　称 ： 大分物流サービス株式会社
・住　所 ： 宇佐市大字南宇佐９７２－１
・ＦＡＸ ： ３７－２２９５
・ＴＥＬ ： ３７－２８５５
（３）受付時間　　ＦＡＸ ： ２４時間受付
ＴＥＬ ： ８時３０分～１７時００分
（第２・４土曜、日曜、祝日、Ｇ・Ｗ、年末年始、盆休みを除く。）

（４）注意事項　　配達日の指定はできません。（発注後５日以内に届けます。）

配達されると困る日時や定休日は、「発注書」の通信欄にその旨記入してください。

５．指定ごみ袋販売手数料（ごみ処理手数料の収納事務委託料）
販売店の収入は、袋の種類・大小に関係なく、指定ごみ袋１箱（50セット）あたり2,000円（１セットあたり40円）に消費税相当額を合計した額2,200円になります。

なお、指定ごみ袋代金及び販売手数料は、納品した箱数により計算しますので、代金の納付により、市へのごみ袋代金の支払いと市からの販売手数料の受取りが、同時に行われるということになります
６．不良品の処理について
原則として受領後の破損等による交換はできません。ただし、明らかに製造工程上の不良と認められるものは、市（生活環境課）にご連絡ください。

７．指定ごみ袋代金の支払い
市（生活環境課）より送付される納入通知書により、下記の金融機関の本店・支店・出張所等の窓口にて納付してください。振込手数料はかかりません。
大分銀行　　　豊和銀行　　　　西日本シティ銀行　　大分みらい信金

大分県農協　　九州労働金庫　　大分県信用組合
※金融機関口座からの振替はできません。
８．販売価格表とＪＡＮコード
	袋の種類
	サイズ
	販売形態
	販売価格
	JANコード

	もやせるごみ
	大（45ℓ）
	１セット

（10枚入）
	220円
	4582224340019

	
	小（20ℓ）
	
	100円
	4582224340026

	もやせない

ごみ
	大（45ℓ）
	
	220円
	4582224340033

	
	小（20ℓ）
	
	100円
	4582224340040


＊非課税品目です。
９．販売にあたっての注意事項
（１）１セット（10枚入り）ごと販売すること。（１枚ごとの販売はしないこと。）

（２）ごみ処理手数料ですので、販売価格の変更・値引きはしないこと。

（３）他の商品とのセット販売はしないこと。
（４）販売店の景品として使用しないこと。

（５）販売価格を間違えて販売した場合、その差額は販売店の負担となります。

（６）消費税は非課税となりますので、レジスターの設定にご注意ください。
10．販売店の登録取消
（１）指定ごみ袋の販売業務に関し不正な行為若しくは不誠実な行為をしたとき又はする恐れがあると認められるとき。
（２）指定ごみ袋の販売代金を納入しないとき。　　　
（３）その他市長が取り消しの必要があると認めたとき。

（４）「９．販売にあたっての注意事項（１）～（４）」に違反したとき






































●相談・問合せ先


〒879-0492


宇佐市大字上田1030番地の1


宇佐市　市民生活部


生活環境課　リサイクル推進係


電話32-1111（内線1392）


直通27-8133
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